
貸 借 対 照 表

資  産  の  部 負債及び純資産の部

＜ 流 動 資 産 ＞ ＜ 287,886,248  ＞ ＜ 流 動 負 債 ＞ ＜ 131,692,050  ＞

現 金 及 び 預 金 179,871,540  買 掛 金 32,903,578   

受 取 手 形 3,636,270    短 期 借 入 金 40,000,000   

売 掛 金 65,430,891   未 払 金 18,923,634   

商 品 5,307,635    未 払 費 用 4,831,412    

仕 掛 品 31,896,587   預 り 金 2,113,761    

貯 蔵 品 34,638 前 受 金 2,352,900    

前 払 費 用 2,255,746    未 払 法 人 税 等 9,368,500    

貸 倒 引 当 金 547,059△  未 払 消 費 税 等 6,139,300    

＜ 固 定 資 産 ＞ ＜ 45,052,813   ＞ 賞 与 引 当 金 15,058,965   

〔 有 形 固 定 資 産 〕 〔 15,648,523   〕 ＜ 固 定 負 債 ＞ ＜ 7,881,930    ＞

建 物 3 退 職 給 付 引 当 金 4,048,600    

機 械 装 置 8,278,952    役員退職慰労引当金 3,833,330    

車 両 運 搬 具 2,471,206    《 負 債 合 計 》 《 139,573,980  》

工具、器具及び備品 3,867,351    ＜ 株 主 資 本 ＞ ＜ 196,607,721  ＞

土 地 1 〔 資 本 金 〕 [ 30,000,000   ]

建 設 仮 勘 定 1,031,010    〔 利 益 剰 余 金 〕 [ 166,607,721  ]

〔 無 形 固 定 資 産 〕 〔 376,462 〕 （ そ の 他 利 益 剰 余 金 ） （ 166,607,721  ）

電 話 加 入 権 1 繰 越 利 益 剰 余 金 166,607,721  

ソ フ ト ウ ェ ア 376,461 ＜ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ＞ ＜ 3,242,640△   ＞

〔 投 資 そ の 他 の 資 産 〕 〔 29,027,828   〕 その他有価証券評価差額金 3,242,640△  

投 資 有 価 証 券 5,964,462    《 純 資 産 合 計 》 《 193,365,081  》

出 資 金 1,010,000    

保 証 金 20,000 

施 設 利 用 権 199,998 

長 期 前 払 費 用 58,620 

長 期 繰 延 税 金 資 産 9,944,748    

そ の 他 の 投 資 12,600,000   

長 期 貸 倒 引 当 金 770,000△  

資 産 合 計 332,939,061  負債及び純資産合計 332,939,061  

（単位：円）

maezawa
テキストボックス
株式会社エコノス・ジャパン
第26期（2020年3月期）

maezawa
テキストボックス
（2020年3月31日現在）



個別注記表

　1　重要な会計方針に係る事項

（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

時価のあるもの･･･事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　 時価のないもの･･･移動平均法による原価法

②たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　ⅰ 商品 個別法(一部については最終仕入原価法)

　ⅱ 仕掛品 個別法

　ⅲ 貯蔵品 最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法
　 ただし平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く)および

　 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

機械設備 4年～13年

工具、器具及び備品 2～10年

（3）引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率

（1000分の8）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

 　検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しており

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき

　 計上しております。

　 なお、退職給付債務の額については、簡便法（退職給付に係る当会計期間末自己都合

　 要支給額を退職給付債務とする方法）を適用して計算しております。

④役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準

売上高及び原価の計上基準

　　製品については、当事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる

　　場合において、工事進行基準を適用しております。

（5）消費税の会計処理

税抜方式によっております。

　 ます。




